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令和3年12月 

愛読者各位 

株式会社日本法令 出版部 

『３年版年末調整の仕方と１月の源泉徴収事務』 

お詫びと訂正 

下記の通り、本書中に誤りの箇所がございました。訂正いたしますとともに、みなさまに謹んでお詫び申し上

げます。 

記 

■折込表２（表面） 

 

 

 

 

 

[誤] 2,600,000円 

[正] 2,660,000円 
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■114頁、罫線内「寡婦となることができる人の範囲」 

[誤]  

⑴ 夫と離婚した後婚姻をしていない人のうち，①扶養親族を有し，②年間の合計所得金額が 500万円以 

下で，③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人 

[正] 

⑴ 夫と離婚した後婚姻をしていない人のうち，①扶養親族を有し，②年間の合計所得金額が 500万円以 

下で，③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人 

 

■285頁、19行目以下（下記赤色箇所） 

[正] すべて削除 

 

以上 


